
第 4回水素等規格委員会決議事項の確認 

 

決議番号 議案、資料番号及び決議の要件 決議結果 

1 議案：CCSパイプラインに関する技術基準の原案に関する審議 

※以下のとおり KHKSの制定手続きを進めること。 

a）事務局は、次を踏まえた基準（KHKS）原案の修正案を、水素等規格委員会の委

員に送付し、意見を募る。 

 第 4回水素等規格委員会（本日）での意見 

 第 3回分科会の会議における採決の対応（コメント付き賛成とした委員から

提出されたコメント対応を含む） 

委員から意見がなかった場合、事務局は、委員長にその旨を報告する。 

委員から意見があった場合、事務局は、その解決を図り（意見が収束するまで、

修正案の送付、意見募集を必要に応じて複数回実施し）、解決した後、委員長にそ

の旨を報告する。 

b）a）の委員長への報告後、書面投票（専用サイトでの議案の投票手続き）をはじ

めとする規格の制定手続きを進める。 

c）書面投票期間を 15日とする。 

d）パブリックコメントの期間を 1カ月とする。 

資料：資料 3-1 パイプラインに関する規格の検討状況 

資料 3-1（別添 1） コメント付き賛成の詳細 

資料 3-1（別添 2） ガス事業法と高圧ガス保安法におけるパイプライン等の耐震

設計の現行規定 

資料 3-2 CCSパイプラインに関する基準（KHKS）の原案の概要 

資料 3-3 CCSパイプラインに関する基準（KHKS）の原案 

要件：出席委員（17名）の過半数（9名以上）の賛成 

可決 

（17/17） 

2 議案：水素等規格委員会技術基準 3ヶ年計画(2025～2027年度)（案）に関する審議 

※水素等規格委員会技術基準 3ヶ年計画(2025～2027年度)（案）の承認。 

資料：資料 4 水素等規格委員会技術基準 3ヶ年計画(2025～2027年度)（案） 

要件：出席委員（17名）の過半数（9名以上）の賛成 

可決 

（17/17） 


